
 

 

 

 

「 ネ ッ ト い じ め 防 止 授 業 」 を 実 施 し ま し た 。  

■「堺市ネットいじめ防止プログラム」実施の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

携帯電話（ケータイ）利用ルール  
 

 

“利用ルール ５つの約束” 
 

 

私は、スマートフォンや携帯電話所有については、「本当に必要なのか」その必要性

と利用の目的を保護者と十分話し合い、“利用ルール ５つの約束”を守ることを約束し

ます。 

 

① 子どもをインターネット上の有害情報から守ることを目的とした、フィルタリングサ

ービス(アクセス制限サービス)を利用します。 

いかなる場合でも、犯罪行為につながるようなサイトにはアクセスしません。 
 

② メールやＳＮＳなどインターネット上のサービスを使用する場合は、「相手への思いや

り」を忘れず、「責任」が伴うことを常に考え、使用します。 

知らない人には返事をしません。 
 

③  ＳＮＳなどインターネット上のサービスを利用する場合は、あらかじめおうちの人と

設定について必ず確認します。 
 

④   自分のこと、他人のことにかかわらず、インターネット上に個人情報を公開しません。 

 

⑤ 万が一、インターネット上で“いじめ”につながるような書き込みや嫌がらせを受け

たときは、おうちの人か先生または次の専用窓口に必ず相談します。 

 

 

＊電話による相談受付：こころホーン  ℡072-270-5561 ２４時間対応 

     
＊「ネットいじめ」被害専用相談サイト 
・ＵＲＬ（ｱﾄﾞﾚｽ） コンピュータ用 http://www.sakai.ed.jp/gakkokyoikubu_soudan/ 

携帯電話用 http://www.sakai.ed.jp/gakkokyoikubu_soudan/mobile.html 

・対象者      堺市立学校に在籍する小学生・中学生・高校生とその家族 

・相談方法     相談はＷｅｂ（インターネットのホームページ）で受け付けますが、 

回答などは電話で行います。 
 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

 

 

※ 本利用ルールは、「堺市ネットいじめ防止プログラム」の一環として、作成しました。 

生徒がスマートフォンや携帯電話をすでに所有しているご家庭においてはもちろんのこと、現在所

有していないご家庭でも、今後、所有する時などに、活用していただければと考えております。 

※ 本利用ルールは、家庭でのルールについて話し合うものですので、学校等への提出の必要はありま

せん。 

サ イ ン  

  

堺市教育委員会 

学校教育部 

Ｎｏ.１ (全 5 回) 

中学校 1年生への授業 

保護者向け「ネットいじめ防止プログラム」 だより 

堺市立中学校１年生の全員を対象

に、「ネットいじめ防止授業」を実施

します。 

生徒アンケート 

授業を受ける中学校 1 年生を対象に、授業前

後のアンケート調査をします。 

 

ネットいじめの防止には、保護者の皆様にも青少

年のネット事情や防止策を知っていただく必要があ

ります。 

そこで、今回のような保護者向けの「ネットいじ

め防止プログラムだより(本紙)」を全 5 回発行し、

学校より配付します。 

啓発サイトの開設(コンピュータ用) 

「NIB 堺市ネットいじめ防止プログ 

ラム 啓発サイト」を開設しています。 

http://nib.sakai.ed.jp/ 

※家庭のパソコンから接続可能です。 

右の“利用ルール ５つの約束”は、スマートフォンや携帯電話を利用する時の
家庭内でのルールの例としてお示しするものです。必要に応じて、ご家庭で活用し
てください。なお、学校等への提出などの必要はありません。 

また、現在、スマートフォン、携帯電話を所有していない生徒に、その所有を勧
めているものではありません。 

 

子どもたちが、スマートフォンや携帯電話のメールやインターネット上のサービスを利用する機会は、

近年急激に増加してきており、子どもたちの生活スタイルや、人間関係づくりの面で多大な影響を与えて

います。 

堺市内における携帯電話の所持率は、同一集団で比較すると平成 23年度において小学校 6年
生で 44％であったものが、平成 24年度において中学校 1年生では 71％となっており、中学校 1
年生になるとともに急激に所持率が高くなっています。（図１） 
また、中学校 1年生での携帯電話所持率も徐々に増加しており、H22で 66％であったものが、

H24には 71％となっています。 
 

＜ 堺市「子どもがのびる」学びの診断から＞ 

■「堺市ネットいじめ防止プログラム」の内容 

スマートフォン、携帯電話（ケータイ）における “利用ルール ５つの約束“について 
 

 

図 1 小学校６年生と中学校１年生の 

携帯電話の所持率 
このような状況の中で、メール

やＳＮＳなどインターネット上の

サービスを利用し、特定の子ども

に対する誹謗・中傷が集中的に行

なわれるなどの、「インターネット

上のいじめ」という形のいじめ問

題が深刻化しています。このこと

から、中学生の早い時期にネット

いじめ防止のための取組が急務で

あります。生徒を被害者にも加害

者にもさせない為に、堺市では中

学校１年生を対象に「ネットいじ

め防止授業」を中心とした「ネッ

トいじめ防止プログラム」を本年

度も実施いたします。 


